
－環境・エネルギー教育推進事業－

「新 学校版環境ISO」計画書

私たちの学校は，生命や自然を大切にし，郷土を愛するモラルの高い児童・生

徒を育成するため，学校の実態・現状を分析し，学校における節電・ごみ分別・

リサイクル活動に取り組むとともに，その取組を地域に広げ，地域に出向いて環

境保全・環境美化・環境学習活動等の活動を行うなど，学校と地域の連携で広げ

るエコプロジェクトに関する行動方針を決め，行動し，必要に応じて見直してい

きますので，「新 学校版環境ISO」に申し込みます。

学 校 名 美馬市立江原中学校

職員代表者氏名

児童・生徒代表者名

所 在 地 美馬市脇町字曽江名359-41

電 話 番 号 0883-52-1140

環境目標・テーマ

地域とともに取り組む 清々しい学校・ふるさとづくり

１ 「節電」「ごみ分別」「リサイクル」に，全ての教職員と生徒が意欲的に取り組

むことによる清々しい学校づくり

２ 家庭・地域と連携したエコプロジェクトの推進による環境美化・環境保全を通

した清々しいふるさとづくり

宣 言 日 平成３１年 ４月 １５日



行 動 計 画 表

Ⅰ 役割分担・組織

役割分担 担当者 実施内容

職員 環境管理統括者 校長 ・内部評価を９月と２月に行う。

環境管理責任者 教頭 ・ISO 委員会を招集し，内部評価を９月と

教頭 ２月に行う。

実行部門責任者 教諭 ・職員と生徒による活動を推進する。

環境推進委員 全教職員 ・行動方針に沿って実践する。

生徒 環境リーダー 環境・美化委員会 ・行動方針等を呼びかける。ポスター等を

作成する。

記録・集計係 環境・美化委員会 ・記録集計，グラフ化を担当する。

環境推進員 全生徒 ・行動方針に沿い実践する。

PTA 環境教育協力者 保護者 ・節電，ゴミ分別，リサイクル活動などに

地域 地域住民 協力する。

Ⅱ 行動内容（行動方針・実施方法・時期・記録等）

① 実 施 方 法
行動方針 記録方法

② 時 期 （月，学期等の単位で記入）

・学校における ①・教室や廊下の照明のスイッチを必要 ・環境・美化委員会が毎月

節電・節水に のないときには消します。 の電気使用量，電気発電

努めます。 ・ｴｱｺﾝの使用（普通教室）について 量，水道使用量をグラフ

夏季は28度以上のとき に示し，廊下に掲示しま

（設定温度は28度） す。

冬季は10度以下のとき （本校では，屋上に太陽光

（設定温度は15度） 発電システムが設置され

・ｽﾄｰﾌﾞの使用（特別教室）について ており，発電量も示すこ

必 室温が18度になったら切る。 とができるので，使用量

須 と発電量の違い等から，

項 ②・節電や節水を呼びかけるシールを貼 節電意識を高めることが

目 り，全校に呼びかけます。 できます。）

（５月作成，随時呼びかけ）（

３

つ ・学校における ①・燃えるゴミ，プラスチック，カン， ・集会時の呼びかけの様子

ゴミの分別に ペットボトル，燃えないゴミなどの やゴミ分別の状況などを）



努めます。 ゴミの分別をきちんとします。 写真等に記録し，各学年

だよりや学校ホームペー

②・全校集会で，環境・美化委員会から ジ等に掲載します。

呼びかけます。 （毎月の集会）

・学校における ①・できるだけ両面印刷し，裏紙利用に ・活動の状況などを写真等

リサイクル活 努めます。 に記録し，各学年だより

動に努めます。 や学校ホームページ等に

②・全校集会で，環境・美化委員会から 掲載します。

呼びかけます。 （毎月の集会）

・資源ゴミ箱の設置も委員会活動で行

う。

・地域の自然を ①・ボランティア部が花壇に季節の花を ・ボランティア部の活動の

守ります。 育てたり除草活動をしたりして，清 様子などを写真等に記録

選 々しい環境づくりに努めます。 し，廊下等に掲示します。

択

項 ②・節電・ゴミの分別・リサイクルを含

目 め，地域の清々しい美しさを守るた

めにポスター等を作成し呼びかけま（

一 す。

つ （８月作成，９月以降に呼びかけ）

以

上 ・地域の清掃活 ①・全教職員・生徒が校外に出て，清掃 ・活動の様子などを写真等

動に取り組み 活動に取り組みます。 に記録し，学校ホームペ）

ます。 ージ等に掲載します。

②・ごみゼロ活動の運営を環境・美化委 ・集会時に成果を発表しま

員会が行い，生徒全員で積極的に取 す。

り組みます。（５・６月）

Ⅲ 内部評価， 広報，見直し等（方法，時期等）

内 部 ①評価者 ① 校長・教頭が取組状況について内部評価を行い，改善のために

ISO委員会を開く。

評 価 ②時 期

② ９月，２月

①方 法 ① 学校新聞，学年だより，学校ホームページ等を活用して取組状

広 報 況を伝えるとともに，家庭や地域にはたらきかける。



②時 期

② 学校新聞は１０月，３月

学年だよりは毎月初旬

ホームページは随時掲載・更新

①方 法 ① 行動計画表と様々な記録等をもとに協議する。

見直し

②時 期 ② ９月，２月


